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刑
事
司
法
改
革
の
再
構
築

　

◆
特
集
に
あ
た
っ
て

１　

世
紀
の
変
わ
り
目
頃
か
ら
、
各
法
分
野
に
お
け
る
立
法
の
動
き
は
極
め
て

著
し
い
。
刑
事
法
で
も
同
様
で
、「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
よ
う
に
沈
黙
し
て
き
た
」（
松
尾

浩
也
）と
評
さ
れ
て
き
た
状
況
が
一
変
し
た
。

　

刑
事
手
続
に
関
し
て
は
、
国
会
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
中
の
「
日
本
法
令
索
引
」

に
よ
る
と
、
現
行
刑
訴
法
の
改
定
は
、
公
布（
一
九
四
八
年
五
月
）か
ら
二
〇
二
五

年
八
月
ま
で
、単
純
な
文
言
の
変
更
も
含
め
五
八
件
あ
る
。
こ
の
う
ち
、一
九
八
〇

年
代
ま
で
の
約
四
〇
年
間
で
は
、
重
要
な
法
改
定
は
「
多
分
に
旧
法
へ
の
郷
愁
が

看
取
さ
れ
る
」（
団
藤
重
光
）と
評
さ
れ
た
一
九
五
三
年
改
定
、
い
わ
ゆ
る
お
礼
参
り

対
策
に
関
す
る
一
九
五
八
年
改
定
程
度
で
、
費
用
補
償
制
度
の
整
備（
一
九
七
六

年
）を
含
め
て
も
三
件
に
過
ぎ
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
、一
九
九
〇
年
代
以
降
の
法
改
定
は
四
二
件
、
し
か
も
、
通
信
傍
受

法（
一
九
九
九
年
）、
被
疑
者
国
選
弁
護
制
度
・
裁
判
員
制
度（
二
〇
〇
四
年
）、
被
害

者
参
加（
二
〇
〇
七
年
）、
電
磁
的
記
録
の
捜
索（
二
〇
一
一
年
）、
取
調
べ
の
録
音
録

画
・
司
法
取
引（
二
〇
一
六
年
）、
被
告
人
の
出
頭
確
保（
二
〇
二
三
年
）、
刑
事
Ｉ
Ｔ

化（
二
〇
二
五
年
）な
ど
、
極
め
て
大
き
な
改
定
が
目
白
押
し
で
あ
る
。
法
制
審
で

審
議
中
の
再
審
法
改
定
の
動
き
は
予
断
を
許
さ
な
い
が
、
数
年
後
に
こ
こ
に
加

わ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

２　

だ
が
、
こ
れ
ら
の
立
法
の
積
み
重
ね
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
変
わ
ら
な
い
も
の

が
あ
る
。

　

そ
の
ひ
と
つ
が
取
調
べ
中
心
主
義
で
あ
る
。
ま
ず
、
被
疑
者
と
の
関
係
で
は
、

自
白
獲
得
の
た
め
の
長
時
間
の
糺
問
的
取
調
べ
の
常
態
化
で
あ
る
。

　

二
〇
一
六
年
の
刑
訴
法
改
定
で
は
、
一
定
の
事
件
に
つ
い
て
取
調
べ
の
録
音
・

録
画
が
制
度
化
さ
れ
た（
刑
訴
三
〇
一
条
の
二
）。
精
神
障
害
の
あ
る
被
疑
者
取
調

べ（
犯
罪
捜
査
規
範
一
八
二
条
の
三
第
二
項
参
照
）な
ど
、
捜
査
実
務
上
、
法
規
定
よ

り
広
い
範
囲
で
録
音
・
録
画
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
れ
に

よ
り
、
違
法
・
不
当
な
取
調
べ
の
存
在
が
少
な
か
ら
ず
発
覚
し
て
い
る
こ
と
も
確

か
で
、
い
わ
ゆ
る
プ
レ
サ
ン
ス
事
件
で
は
、
取
調
べ
検
察
官
が
付
審
判
決
定
に
よ

り
公
判
請
求
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　

取
調
べ
中
心
主
義
の
一
角
に
メ
ス
が
入
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、

録
音
・
録
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
熟
知
し
て
い
る
捜
査
官
が
違
法
・
不
当
と
評
価

さ
れ
る
取
調
べ
を
続
け
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
捜
査
官
の
中
に
な
お
糺
問
的
取

調
べ
の
正
当
性
を
疑
わ
な
い
感
覚
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
問

題
の
根
源
は
こ
の
点
に
あ
り
、
そ
れ
を
打
破
す
る
一
つ
の
動
き
が
取
調
べ
拒
否

権
論
で
あ
る（
前
田
朗
論
文
）。

　

こ
の
よ
う
な
糺
問
的
取
調
べ
が
可
能
と
な
る
の
は
、
逮
捕
か
ら
起
訴
前
勾
留
に

対
す
る
司
法
的
抑
制
が
極
め
て
弱
い
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、
公
判
段
階
に
至
っ
て

も
自
白
・
否
認
の
差
が
保
釈（
換
言
す
れ
ば
起
訴
後
勾
留
）に
強
い
影
響
を
与
え
て

い
る
た
め
で
も
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
人
質
司
法
問
題
で
あ
る（
佐
藤
元
治
論
文
）。

３　

他
方
、「
被
疑
者
以
外
の
者
」
の
取
調
べ（
刑
訴
二
二
三
条
）に
つ
い
て
も
、
問
題

が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
対
象
が
い
わ
ゆ
る
重
要
参
考
人
か
、
被
害
者
か
、
被
疑
者
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の
友
人
か
、
目
撃
者
か
、
捜
査
上
必
要
な
知
識
の
提
供
者
か
な
ど
属
性
が
多
岐

に
わ
た
る
た
め
、
論
ず
べ
き
点
も
そ
の
属
性
ご
と
に
異
な
る
。
た
だ
、
共
通
す
る

問
題
点
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
捜
査
官
の
事
情
聴
取
の
結
果
た
る
供

述
調
書
が
公
判
で
多
用
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
調
書
裁
判
も
、
裁
判
員
裁
判
に
伴
う
「
精
密
司
法
か
ら
核
心
司
法

へ
」の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
あ
る
程
度
変
わ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
取
調
べ
は
可
視
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
。
再
審
無
罪

と
な
っ
た
福
井
女
子
中
学
生
殺
人
事
件
で
は
、
参
考
人
自
身
の
犯
罪
を
見
逃
す
代

わ
り
に
被
告
人
に
不
利
な
供
述
を
取
る
と
い
う
取
引
的
取
調
べ
が
行
わ
れ
た
事

実
が
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
そ
の
適
正
化
に
向
け
た
方
策
も
検
討
課
題
で
あ
る
。

　

他
方
、
ビ
デ
オ
リ
ン
ク
証
言
の
録
画
媒
体（
刑
訴
三
二
一
条
の
二
）や
、
い
わ
ゆ

る
司
法
面
接（
日
本
の
場
合
、「
ま
が
い
」
が
多
い
と
い
わ
れ
る
が
）の
際
の
録
画
媒
体

（
刑
訴
三
二
一
条
の
三
）を
伝
聞
例
外
と
す
る
立
法
、
あ
る
い
は
一
定
の
条
件
下
で

の
オ
ン
ラ
イ
ン
証
人
尋
問（
刑
訴
二
八
六
条
の
三
）な
ど
は
、
確
か
に
直
接
・
口
頭

主
義
や
証
人
審
問
権
・
伝
聞
法
則
と
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
そ
の
運
用
や
利
用
如
何
に
よ
っ
て
は
こ
れ
ら
の
原
則
を
阻
害
す
る
危
険
も
あ

る
。
直
接
・
口
頭
主
義
の
確
立
は
な
お
課
題
と
い
う
べ
き
で
あ
る（
伊
藤
睦
論
文
）。

４　

こ
れ
ら
以
外
に
も
論
ず
べ
き
立
法
は
少
な
く
な
い
が
、
取
調
べ
中
心
主
義
、

人
質
司
法
、
調
書
裁
判
と
い
う
日
本
の
刑
事
司
法
の
宿
痾
が
克
服
さ
れ
た
わ
け
で

な
い
。
む
し
ろ
、
形
を
変
え
て
こ
れ
ら
の
宿
痾
を
温
存
・
強
化
す
る
も
の
も
存
在

す
る
。
さ
ら
に
、
新
た
な
犯
罪
現
象
へ
の
対
処
や
取
調
べ
の
比
重
の
低
減
を
理

由
と
し
て
、
通
信
傍
受
の
拡
大
な
ど
新
し
い
捜
査
手
法
・
捜
査
技
術
が
導
入
さ
れ
、

導
入
や
拡
大
に
向
け
た
検
討
が
な
さ
れ
る
と
い
う
状
況
も
目
に
付
く（
内
藤
大
海

論
文
）。
そ
の
一
方
、
オ
ン
ラ
イ
ン
接
見
の
導
入
さ
え
見
送
ら
れ
た
よ
う
に
、
被

疑
者
国
選
弁
護
の
導
入
・
拡
大
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
捜
査
へ
の
法
的
規
制
や
弁
護

人
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
充
分
で
あ
ろ
う
か（
春
日
勉
論
文
、
戸
舘
圭
之
論
文
）。

　

か
つ
て
、
強
力
な
組
織
的
犯
罪
対
策
も
人
権
規
定
の
充
実
と
当
事
者
主
義
の
確

立
と
い
う
逆
説
的
調
和
の
中
で
許
さ
れ
る（
松
尾
浩
也
）と
か
、
人
権
保
障
的
な
近

代
法
原
理
と
捜
査
・
訴
追
権
限
の
強
化
と
い
う
超
近
代
的
手
段
の
全
体
的
バ
ラ
ン

ス
の
回
復
の
必
要
性（
田
宮
裕
）が
説
か
れ
た
が
、
新
た
な
捜
査
手
法
の
導
入
に
あ

た
り
、
こ
れ
ら
の
調
和
・
バ
ラ
ン
ス
は
図
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か（
根
源
的
に
い

え
ば
、
新
た
な
捜
査
手
法
に
は
、
法
治
国
原
理
を
弛
緩
さ
せ
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
矛
盾

す
る
も
の
も
多
い
）。
そ
も
そ
も
古
典
的
な
手
続
に
お
い
て
も
、
捜
査
・
訴
追
権
限

と
防
御
権
の
均
衡
は
は
か
ら
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。

５　

二
一
世
紀
の
刑
事
立
法
の
も
う
ひ
と
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、
被
害
者
保
護
で

あ
る
。
被
害
者
保
護
に
関
す
る
立
法
も
ま
た
多
岐
で
、
実
体
法
・
手
続
法
の
双
方

に
わ
た
り
重
大
な
改
定
が
多
い（
こ
れ
に
加
え
、
裁
判
所
を
は
じ
め
広
い
意
味
で
の

司
法
関
係
者
の
間
で
も
、
様
々
な
動
き
が
あ
る
）。

　

と
こ
ろ
で
、
被
害
者
保
護
を
め
ぐ
る
動
き
は
、
あ
え
て
単
純
化
し
て
い
え
ば
、

法
と
秩
序
の
維
持
と
い
う
観
点
を
重
視
す
る
い
わ
ば
保
守
的
立
場
か
ら
の
も
の

も
あ
れ
ば
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
、
子
ど
も
の
権
利
の
伸
長
な
ど
を
目
指
す
、
い
わ

ば
リ
ベ
ラ
ル
な
観
点
か
ら
の
も
の
も
あ
り
、
現
実
に
は
、
こ
の
両
者
が
複
雑
に
絡

み
な
が
ら
立
法
が
展
開
し
て
い
る
。
た
だ
、
後
者
の
立
場
を
前
提
と
す
る
と
、
人

権
伸
長
と
そ
の
た
め
の
権
力
的
手
段
の
利
用
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を
生
じ
る
場
合
も

あ
り
、
こ
れ
を
い
か
に
克
服
・
調
整
す
べ
き
か
、
不
断
の
検
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
が
顕
著
に
問
わ
れ
る
の
が
、
性
犯
罪
・
性
刑
法
で
あ
る（
谷
田
川
知
恵
論
文
）。

６　

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
つ
つ
、
刑
事
手
続
の
抜
本
的
改
革
の

た
め
に
何
が
必
要
か
、
ま
ず
は
最
も
重
大
な
上
記
の
点
に
つ
い
て
、
改
革
の
方

向
性
の
一
端
を
再
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
ま
た
、
刑
事
司
法
・
刑
事
法
制
の

は
ら
む
様
々
な
問
題
・
矛
盾
が
最
も
顕
著
に
表
れ
る
の
が
、（
死
刑
制
度
の
存
置
を

前
提
と
す
る
限
り
）死
刑
事
件
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

も
、
特
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る（
丸
山
泰
弘
論
文
）。

　

刑
事
司
法
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
も
と
よ
り
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
本
特
集
で

は
触
れ
え
な
か
っ
た
公
訴
の
抑
制
、
事
実
認
定
の
適
正
化
、
犯
罪
者
処
遇
、
被
害

者
保
護
、
刑
事
司
法
の
担
い
手
の
現
状
と
改
革
課
題
、
先
に
特
集（
五
九
五
号
）し

た
誤
判
救
済
の
問
題
な
ど
、
問
題
は
山
積
し
て
い
る
。
理
想
的
な
刑
事
司
法
を
実

現
し
た
国
な
ど
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
問
題
点
と
改
革
の
課
題
を
正
確

に
認
識
し
た
う
え
、
望
ま
し
い
方
向
性
を
志
向
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

 
（
日
民
協
司
法
制
度
委
員
会
委
員
長
・
新
屋
達
之
）
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